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.

を
»

し
或

.

組

合

劇

.か
_ 

倩
.

用
の
み

.

を
出
資
す
る

^ -

尙
说
法
の
組
合
た
：る
，を
妨
け
す
せ

^ :

也
.

ネ
然
，'

れ
S

も
發
起
人

.

の
、中

_
_ 

I 

. 

.

. 

• 

' 

• 

, 

•
. 

; 

.
.
.
.
.

 

.

.

.

に
て
何
等
の
出
資
，を
も
爲
^
、
る
者
あ
る
こ

e
は
絕
無

S 

.
云
ふ
へ
か
ら
，す
斯
の
如
き
場
合

{■
: 

も
何

®

合
の
.存
在

•を
：主

張

し

，
得
"
：へ

き

や

銥

な

き

を

得

さ

る

r
レ

-

■..一：

..
. 

‘

第
.

ニ
.

說
に
よ

•

れ
.

は
發
起
人
間
の
關
係
ば

■

#

•

な
.

：る場

#

と
準
組
合

(

摩
る

® -
#

'

あ
&

#

發
‘ 

起
：人

か

‘財

產

，又

は

：勞

務

を

：出

資

し

た

る
’

場

#

は

紙
，
.合

な

：る
"

も
然
ら
一
す
し
：て
；或
發
起
人
か
倩
用

0'
:み

■を

出

資
.し

又「

は
'全

く

、出

資

せ3

る

場

命

は

準

組

％

な'り

ビ
ず

.

.

. 

• 

.

.

.

. 

.

.

. 

, 

-

'

.「

第
三
說
に
よ
れ

.

は
發
起
人

.

間
に
ば
鳥
法
、の
組
合

_

:

係
，存

.

.

ぜ
.

す
_

す

民

法

'の
組
一
合
は
共
同
の
へ 

出
資
を
以
て
共

‘

同
^

®

業
を

#

む
.

を
目
的

'

ビ
す

.

な
も

©

:

ぼ
る
：に
發
起
入

|1
3

に
は

.

共
間
の

'

出
.資

I 

.
1
.
. 

. 

■
»

,

- '
,

.

無
.

き
'
'場
合
あ

.

卜
風
營
む

k

は
同
二
行
爲
を
緣

’

返
す
；0

倉
■

な
'
,

か
：：

る
：へ
か

.

ら

ず

從

て

會

：社
、を

課

^
4
-

四
.卷

(
I

七
ニ
五

)

^I

說

棘

式

會

社

發«•
人
：説
い
 

：
讓

十

二

號

七

苽
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_
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'
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• 
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f

—

.

.

.
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.
'
.
.
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‘ 

' 

'

, 

舉
四
卷

「

2

七ニ 
3

、
論〔

攀
；

株
式
會
瓯
歡
變
論
.•
■ 

§

0

七六

::
!

a:
.せ
；
 ̂く
す

■.る、行

.翁

.は
營
：む

-ヒ
.得
さ
る

(

性
藝
の
，

4

の
に
し
七
又
組
合

/a
る
を

■得
；
3

る
行
：爲
な

' 

.

.. 
i

■從
十

M

關
係
は

：

契
約
ー

‘般

^

^

則
と
會

‘社
法
規
士

^

照
し
て
刺

-
斷
す
る
：の
外
な
し
ミ
主
販

. 

.

.

.

. 

..' 

. 

-■•
•
•
•
•
;
•

 

.

.

.

.

.

. 

'
.

.

.

.

せ
り
然
，れ

一」

定
の
勝
沒

”

せ
る

*

舶
.

の
.

引
揚
を
目

.

的
ビ

t

る
組
：
A ，
ロ.
と
一
定
の
：會
：社
を
設
：立

_ 

i.

0

J

せ
ん
を
す
る
と

<

を

0,
的
ち
す
る
：組

^

と

:̂

•
b
.て
®

む

s
'̂
:
:不：可
：能

'な
ら

.は
前

#

も
.亦
駔
合
把
る

.

.を
得
さ
る
：の
理
な
办

.

1

第
三
，

v

®

A

0

#

.JV
S

M

e

.

lれ
'
は
發
起

A '
_

.
の
關
傲
は

S

G

駔
合
又
：は
準

«

合
な

1>'
V

 

:

す
へ
へ

^

ら
す
又

'
單
ゆ
耝

’合
衆
珠
準
組
合

^ :

非
す
：ビ

す

：へ
：か
.
ら
す
商
法
會
社
'縮
は
發
起
人
の
對 

パ
外

«

.
係
即
ち
對
第

-

考
及

»

會
働
の

_

 

へ
き
發

, 

-.. 

I... 

T
 
.
 

.... 

.
:
.
.
■
+
,
 

■ 

.

.

.

.

.

_

人
：間
の

.關
係
に

¥
I
b 

H.:

は
何

.等
，規
年
す

..：る〗

所
な

3
‘即
ち
發
起
人

 

對
.し
て
：は.法 

#:
.は
付
等

f

渉
;̂
る
：所
な

.：き
炉
故
契

.約
自
由
の

'
.原
則

.に

.依
 ̂

欲
锈
す
る
、所
に
從
ひ 

て
*
互
間
の

^
係
を
耀
定
す
る
を
妨
け
す

‘
*
卿
係

.ば

.組

合

な

る

，も

可

な

办

；然

ら

，さ

る

，も
.可
な 

ら
；
又
，#
起
人

'間

0
.關
係
な
る
も
可
次
る

V
J

共
に
然
ら
さ
る
も
、可
な
り

»:
起

人

全

員

間

、發

^
入 

の
，ニ 

.部
間
、又
は
發
：起
，人
く
然

..シ
令
る
者

.ビ

0
: 

_の
組
合
契
»
«
命
類
似
の
契
羚
委
任
袈
約
又 

は
：無

：名

契

約

を

爲

すZ
、じ
を
得
べ

Y

其
法
律

.關
：係
.
.の
.種
類
に
、於
て
：何
等
.の
制
限
を
受
く
る

乙

叉 法 ビ  

極 规 右 な  
端 も の し  
R 亦 如 從  

云 一 く て
其
法
律
關
關
の
性
質
は
個
々

- 0
I
場
合
に
於
七
之
を
判
斷
す
る
：の
外
な
き
な

A

2) 

發
起
人
：の
內
部
：關
係
は
諸
輝
の
法

#

_
係
た
り
得
へ

 >
:

か
.故

之

：に

適

用

す

へ

き 

な
ら
ず
組
合
又
は
委
任
な
ろ
？こ：と

.あ
る
べ
く
是
等
に
準
ず
へ
き

.こ
と
あ
る
へ
し 

へ
は
麗
俯
乂
.は
請
負
，な
る
場
合
も

0

像
し
得
ら
れ
さ
る

R

あ
ら
す

0
1

)

組<
=

0

は
松
' 
本
\
氏
會
社
法
講
義
，ニ

一

八

頁之

.を
採

.リ
組
命
级
の
信

.用
出
資
か
認
む
る
の
み
な 

ら.
す
發
起
入
は

^'
く
：と
、も
僧
用
出
资
‘

爲
さ

ィ

ゴ

い
.ふ
こ

^
な
し

€

し、組合
及
準
餌
合
說
は 

松
波
氏
：

=

本
#
.社法

'六
七
ニ
货
之

♦
採り、牯姝
契
釣
訛
は
片
山

.成株：式會
社
法
論
之
な
採
る 

炎
法
の
學
說
は
發
越
人
間
に
於
け
る
！

^rtn.,rs

B:p

の
關
係

4>
-̂
f
eす
る
か
如
し

(
H
.
a

D-
e
s 

Erdballs,

• 

'England. S.. 158-1^
-Lind

rry .Law 

o
f

oompanies'P..-IQ3) 

; 

■
'

. 

- 

: 

.

:

.

.

.

.

;

■.
.
.
、
- 

.

9〕

發
趄
人
間
の
關
係
か
承
む
る
じ
は
笫

一

に
常
辦
漭

Q

意思

.

.に
1:
吾
^
置
か
さ
る
可
ら
マ
現
今

. 

. 

.

.

.

. 

-

: 

.

. 

. 

ト：

縣
通

1-
行はる

.る
か
如
く
發
起
人

i
し

^
顔
る
多
乘
の
人
士
か
網
羅
す
る
#
合
に
は
中
心
人 

0
ふ
i
 
<

活
勋

^

る
者
か
知
名
の
人
士
に
依
賴
し
て

•数
：起
人
ン

」

し
て
名

*̂
列
マ
る
に
止
ま
り 

.破
起
人
相
互
別
に

.於て

,*
何等の諒解匁く從一て

.又
組
合
莨
と
し
て
利
喪
如
共
に
す

.るの.溢思
 

'
無
さ

#

命
多
か
る
，

.へ.

.し
'斯
の
如
き
撝
合
に
は
多

4

は
委
任
の
關

;係：か

_以
て
說
明
す
へ
吾
；も
の
ぃ 

^
.し
て
M

合
.と
：解

.
^
.
.
る
'；は
.
^
1
^
.
.

得
、.さ
る
' 
へ'
レ

.
' 

:

A 

-
/ 

: 

.

.

. 

.
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第
一

:
利
益

0
歸
.屬

及

ひ

分

.配
 

:

駿
鮮
人
ミ
し
て
受
く
へ
き
利
益
は
第

.

西
一
一
、十

ニ

條

第
-

號
に
侬
：る
特
別
の
利
益
及
ひ
同
條 

第
五
號
に
依
る
報
酬
の
み
な
ベ

- '
:

v

す
丽
し
、

5

:

別
の
利
益
は
前
記
の
规

«

に
よ

5

之
を
受
く 

へ
き
教
の
氏
名
を
定
款
に
記
载
ゼ
さ
る
ぺ
が
：ら
す
：從
ズ
特
刿
の

«

益
は
：會
社
と
の
關
係
に
於 

て
は
定
款
に
指
笼
し
た
る
者
に
、歸
«
す
へ
き
は
疑
を
容
れ
す
然
ら
は
其
特
別
の
利
益
は
他
の 

者
に
分
ぃ
配
す

へ
き
や

否
や
に
就
き
て
は
：特，別の

I

利
益
の
性
質

ビ

內
部
に
於
.け
る
合
意
ど
に
よ 

b

て
定
ま
る
へ
し

 

.

.

.
i 

•

:

:

:

:

發
起
人
の
受
く
へ

^

報
«

は
之
を
受
ィ
へ
き

*

の
.

氏
名
及
割
合
を
定
款
に
足
め
.た
る
ど
台 

は
之
に
依
る
へ
き
こ

w

勿
論
な
り
，

'

w

離
も
然

.

ら
さ
る
と
き
は
各
發
起
入
は
平
•等
の
割
合
を
以

.
\
. 

.

I:
 

•
 

:■...

J
報
酬

.を
請
求
す
る
こ
ど
を
得
：へし
，此

®

は
民
法
：第
四
百
ニ
ナ
七
條
に

よ

ぅ

て

明
か
な

.り
貪

. 

社
' 

^
の
關
係
に
於

.て
は

"報
酬
は
此
方
法
に

上

P

て
發

0

人
に
歸
鍋
す

「

へ
き
も
の
な
る
も
發
起 

人
內

'部
の
關
係
ビ
し
て
之
と
異

^v

た
る
分
配
方
法
を
定
む
る
を

.妨

.け
さ
る
へ
し
殊

k

發
起
人 

か
如
：何
な
る

0
舍

R-
.於
て

#
.社
：に
對
し
て

«

酬
.請
求
權
を

‘有
す
る
か
に

_

せ
す
內
部
的
に

(

d
 

或
發
起

.人
に
の
み

-之
を
與
へ

-
M
り
た
る
割
合

.を
、以
て
興

.へ(
こ
«
*
入
佘
員
又
は
或
發
起
人

及
發
起
人
外
の
奢
に
與
へ

5

全
部
發
起

人
外
の
奢
に

「

與
ふ
る
こ

ど
を
定
む
る
■を
得
へ
し
殊
に 

最
後
の
場
合
は
發
起
人
か
發
起
人
外
の

* *

の
：委

任

.を

受

け

V

設
立
行
.爲
を
爲
す
場
合
に
损

失

は

總
て
委

任
者
に
於
て

負
擔
す
る
代
り
に

報
酬
'は

®
任

苕

に
引
渡
す
へ
き
こ
と
を
約
す
る

場

'
.
.. 

.

.

.

.

.
" 

: 

• 

.

合
の
'如
し

 

' 

:

V

第
.
ニ
' 

;
直
接
の
設
立

.
行
爲
に
ょ
り
ズ
負
擔
：す
る
參
務 

1,

會
社
の
成
立
し
た
る
場
合

A

會
社
に
對
す
る
寶
任
ぐ

'

.. 

. 

■ 

-

,

. 

.

.

.

發
起

.人

か

會

社

-の

設

立に
.

關
し
其

0

f

f

た
る

^
き
は
其
發
起
人
は
.會
社
に
對
し
述 

.帶
し

'て
其
貴
に
任

_ず(

1)

此
場
合
の
責
に
任
ず
へ
き
.發
起
人
は
會
社
の
設
立
に
關
し
其
任
務
を 

怠
_
&力
る
潘
の

.み

I

ら
る
即
ち
發
起
人
の

.：全
員

S

社
に
對
し
連
帶
し
：'て
其
損
害
を
胳
偾 

す
’る
責
に

' 任
す
る

i

の
に
非

:̂
し
：て
住
務
を
怠
り
た
る
被
起
人
間
に
め
：：み
連
：帶
責
任
を
生
す

る
も

 ̂

 ̂

K
y

發
越
人
か
會
社
の
設
立
に
關
し
任
務
を
怠
り
た
る
：場
合

S
は
發
起
人
の
愁
慢
に

.

.

.

;

.

'■

,

一

.

'

.

.

:

.
 

.

 

■

'■

ょ
り
て
引
受
な

&

:
株
式

.
叉
’
は
：啦
込
の
取
消
さ
れ
た

.
る
■
株

式

を

生

，し
又
.
は
'
第

1

冏

：
拂

込

へ
0

缺

-
け
 

た
る

X
き
或
、は

®

-

.
囘
0

挪

：
込
ー
金
.
又
は
拂
込
み
れ
る
物
件
の
保
管
：に

#

,
き
：注
意
を
：

&

り
し
.か

V 

.
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七
i
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*
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說
.
、
株
式
脅
社
使
趄
ん
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: 

第
十
二
躭
.

八
.
0

，

め

之

を

：
滅

失

毁

掼

‘せ
"し
め
或
は
現
：物

»

&:
の
場
合
：に
其
出
資
孝
に
對
し

V

與
ふ
る
株
式
か

，
さ
に
過
き
た
る
如
き
場
合
を
云

‘ふ
尙
此

i

般

：的

規

定

の

外

商

法.か
特
別
规
定
を
設
け
た

.る 

合
次
の
如
し

(

2)

;

ィ引受なさ株式及

a

申
a

の
取
消

？V

れ
た
る
株
式
あ
る
ぺ
き
は
發
起
人
は
連
帶
し
て 

へ
其
株
式
を
引
受
く
へ

-き
義
務
を
負
ふ

-
：
,

:'
'

.

'

■'

' 

.ひ：

第

一

囘
•挪
込
の
；未
濟
な
る
株
式
あ
る

V
J

き
は
發
起
人
は
連
帶
し
て
其
挪
込
を
爲
す
の 

.義
務
を
■負
ふ

. 

' 

右
.一
一
個
の
場
合

.に
於
け
る

«
起
人

0
責
任
は
前
の
損
害
賠
償
の
寶
任
と
異

&

發
.起
.人
：に
過 

失
あ
ト
し
否
と
を
間
は
す

^

全
員
か

a

帶
し
て
其
責
に
任
す
へ

き

も

の
な

b

且
.損
«
賠
償 

の
.責
任
と
併
存
す
る
を
妨
け
す
即
ち
引
受
.な
き
株
式
あ

6
,た
.る
と
き
は
發
起
人
全
員
か
連
帶 

し
て
之
を
引
受
く
る
義
務
'を
負
ふ
も
尙
坶
害

*

る
時

.は
任
：務
を
怠
々
没
る
；發
起
入
は
述
®
し 

て
之
を
賠
償
す
る
貴
に
、任
す
へ

&

も
の
ビ
す

3)

乂
此
場
合
に
於
け
る

*

越
人
の
株
式
引
受
及 

株
金
拂
込
の
籤
務
は
發
起
人
か
創
立
總
會
を
招
集
し
總
會
か
設
立
の
駿
止
，を
決

B

せ
す
し
て 

終
結
す
る
に
よ
り
て
生
す
，る

/も
の

S
解
せ
さ
る
可
ら
す
創
立
總
會

.の
，招
集
以
前
に
於
て
發
起

人

か
豫
定
の
別
受
又
は
拂
込
を
得

3

る
か

5

設
立
；の

廢
止
ゼ
爲
す
を
妨
：け

す

又
總
會
に
似 

V

設
立

0
]!
:

の
決
議
か
爲

3

る
、

Z
ビ
ぁ
る
へ
し

.

是
^

の
場
合
に
徼

_

人
に
株
式
の
引

.

受
V : 

は
株

^

拂
込
の
義
務

‘

な
き
は
當
然
な

6

蓋
'

し'發
起
人
は
會
社
の
成
立

^

:
努
.力
す
：る
の
義
務

/.
± 

之
を
免
ふ
も
如
何
な
る
事
情
に
因
る
ビ
雖
ち
必
す
不
迫
分
の
引
受
又
，は

.
娜
込
の
義

務

を
^

^

 

も
の
ビ
云
ふ
を
得
：？
れ
は
な

り

獨
逸
商
法
は
右
の
賢
在
を
以
て
發
起
入
の

«

吿
に
.

誤

f
 

I
 

揚
合
に
限
り
た

b

' T)

 

:
:

:

3

:

:

:第

：
三

：
者

に

對

す

：
る

.
寶

俅

 

て

.':''',

.

.

.

.

 

.

 

-

 

.

.

.

. 

.

，
發
起
人
は
會

®

の
設
立

_

^

關
し
：第

三

孝

，/
し
契
約
を
爲
し
た
る
ヒ
き
は
之
に
對
し
®
行
又
は 

損
害
賠
償
の
資
に
任
す
る
勘

S

る
へ
く
設
立
に
關
し
て
不
法
行
轉
を
行
；ひ
た
る
ビ
き
も

亦 

損
«

賠
#

:

の
責
に
任
す
へ
き

t

ど
.

勿
論
な

^

,

而
.

し
て
造
等
の
'責
任
は
何
れ
も
民
法
の
原
則
に 

從
a

て
之
を
負
ふ
へ
き
も
の
次

'!
)

:

然
る

^

商
法
は
尙

#

に
規
定
を
設
け
發
起
人
に
惡
意
，死
は 

_

大
な
る
過
失

'

あ
々
た

> .

峙
.

«

典
發
起

.
人
.

從
第
三

^

^

, b

て
其
責

R

任
す

へ 

き
も
.

の
S

せ
$

之
を
定
め
衣
る
；商
法
第
西
四
十
ニ
條
ノ
ニ
第
ニ
項
は

.

同
條
第

j

項
：
0

:

特
殊
.

の：
 

場
合

n

て
發
起
人
か

_

_

意
又
：は

.

重
大
な
る

®

失
.

に
ょ
り
て

.

設
立
；
■

に
.

：關
す
る
、任

務

を
怠
'
た 

:

第
十
四
卷

(

ー
七
三
ご
論

®

:

株式
#

社
I

人論

''
'パ
 

第十
.
！

1

號

'
一



-
命ts
卷
.
ニゼ.
三
'5.

論

E
'.
株武會
#
發
越
八
論
- 

第十n

號
八
ニ 

'る
場
合
の
.
規
宠
な
ぅ
而
し
て

.
設
立
：に
.
關
す
る
任
務
は
會
社
に

»

し
て
負
ふ
：も
の
に
し
て
第5 

者
に
■
じ
ft
接
斯.
の
如
き
任
務
.
を
負
は
さ
.
,

は
：疑
を
容
，れ
す
從

V

此
：規
定
は
發
起
人
か
其
任 

.
，
を
怠
り
て
直
蜂
は.
會»
S

害
を
、加.
ヘ̂
間
接
に
：第.
三
者
を
«
し
た
る
場
合
に
關
す
發
起
人

. 

-

I.
. 

; 

M
. 

-

.
I
'
. 

.

.■
'II
.
.
.
.
.
. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

か」

不
法
行
爲
に
ょ

4

直
接
へ
第
三
：者
を
害
す 'る
場
合
に
は
民
法
七

I

九
條.
：

Q

適
用
ぁ
る
か

故 

#
t
u

‘
此
場
合
の
規
定
を
要
せ
さ
る
も
發
起
人
か
先
つ
會
社
を
害
し
依

‘て
0
三
者
に
*
害 

を
及
ほ
し

7'
a

る

と

き

は：直
接

^
被
：窖..者は
會
社
な
る
か
故
是
を
以
て
第
三
卷
に
對
す
る
不
法 

行
爲
ヒ
解
し
難
し
故

^
特
別
の
ー
規
定
ぁ
る
に
非
さ
れ
：は
第
三
者
は
直
接
®
起
人
に
對
し
て
損 

害
賠
猶
の
.
責
に
，任
せ
し
む*る
を
得
さ
る
_へ
し
是
れ
此
規
寒
あ
る
所
以
な
る
へ
し
例
へ
は
發
起 

人
か
惡
意
に
て
金
餞
又
は
物
件
を
猥

_

し
或
は
拂
込
な
き
に
係
は
ら

1;
之.
を
假
裝
し
ま

て
會 

社
財
摩
に
不
足
斧
生
せ
し
め
た
る
と
き
は
會
社
は
發
起
人
に
對
し
其
損
害
の
賠
償
を
請
求
し 

得
る
は
勿
論
な
る
も
會
社
財
產
不
足
の
爲
め

»

害
：を：受
け

^
る
：會
_
憒
權
翁
も
茆
發
起
人
化
：
 

對
し
直
接
に
損
'窖
賠
，偾
の
請
求*
を
有
す.
へ
し
然
れ
ビ
も
第
三
#
の
請
求
權
；は
貪
祉
の
掼
害 

を
前
提
と
す
る
か
故

.
徼
起
人
か

#
IL
に
割
し
完
全
に
损
害
を

{1
?
俱
し
^
る，と
■き
は
之
に
ょ

- 

て_

ニ
者
に
對
す
る
賠

«

義
務
は
消
滅
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
な
り
ぐ

;:

I右

: 0

第
三
者
に
姑
株
主
を
含
む
や
否
や
に
，つ
き
て
擧
說
分
る
と

0
も

之
：れ
を
含

^

す
v

' t

. 

る
を
可

W

す

(

. 6)

株
主
は

t

社
の
 

>

社
員
た
る
：資
格

.

に
於
て
は
第

5

蒋

に

あ

之

に

反

し

、會 

社
と
の
取
.引
の

相

手
方
又
は
偾
權
者

ビ

し
て
は
第
；ニ

 

S

 

^

る
の
地
位
に
在
り
故
に
株
主
か
脅 

社
と
の

.

取
引

‘

の
相
手
方
文

.
は
、會
社
に

.

對
す
る
偾
權
者

.

ど
し

て
發
起
人
の
任
務
の
怠
慢
に
ょ

k

 

す
間
接
に
损
害
を

受
け
：た
る
を
：き

は

其

損
窖
の
賠
偾
を
請
求
す
：る
を
得
る
は
勿
論
.な
る
も
是 

は
‘

株
主
か
ヽ
株
主
た
る
資
格
に
於
，て
請
求
す
る
に
あ
ら
す
し
て
第
三
者
た
る
資
格
に
於
て
す
る 

、も

：

の
な

h

之
に
反
し
嫌
主

.

か
會
社
の
损
害
に

i

 

&

:

て
：；其

持

分.
の
實
®

を

減
し
：或
は
株

式

の

價 

格

炉

额

而

以

T

に
.

減
；し
: ^

る
i

i

i

i

.
て

生

し
^

る

損

害

は

株

主

た

る

資

格

に

.：於

て

受

け

た

る

名

の
な
む
、從
て
之
を
發
起
人
に
請
漱
す
る
も
の
ビ

す

れ
は
株
主
た
る
資
格
に
於
て
爲
す
も
の

. 

: 

‘ 

. 

. 

.

.

.

.

. 

• 

,.

..

な
i

斯
の
；如

き

儒

*

義
務
を
認
む
，る
こ
と
は
立

'

法

0 

e

.し
て
實
益
な

'
.ぎ
，に
非
す
殊
に
發
起

\

- 

，の
任
務
怠
慢

R

»

T '

生
し

^

る
损
.

害
に
對
し
株
主
總
會
に

‘
於

て

多

，數

決

を

以

て

其
.
責

促

.
を 

免
除
し

.

或
は
之
に
對

.

し
て

f K

を
.

起
さ
、
る

'
へ
き
こ
ビ
を
決
饑
し

^

る
場
合
に
個
々
の

^

主
V

し
 

し
^

は
之
を
祭
何
と
も
す
る
を

: #
.

' 1
-

取
締
役
及

.

監
査
，役
に
對
し
て
は
資
本
の
十
分
の
一
以
上 

，セ
當
る

'

採
主
の
請
求

.

あ
.

る
e

き
は
株
主
總

%

の
.

決
議
に
反
し

X

も
訴
を

®

す
こ

ビ

を
得
れ
ど

:
:
.
r
第
十
四
卷

'
C
1

七三
g

論

E

.

株或
I

發起人論

. 

第十ニ

®

A

H
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1

j

‘

m

屮
四
怨
■(

一
皂
三
屑
論

-

說
.

株
式
會
I

越
人
論
‘

;

竿
一
5

八四 

も
發

起

人

に

對

じ

て

ば

之

を

：：認
'
め
す
：又

個

々
0

へ
株
主
の
權
刺
か
僙
權
敦
と
し
て
の
權
利
な
ら 

は
a

法
第
四
百
ニ
十

■
四
修

R

依
り
；問

.後
訴
權

V」

行
使
す
る
を

'
得
れ

S

も
«
主
と 

ン
爲
す
を
得
す
又
煎
接

-
株
生

^

對
す
る
不
法
行
爲
に
非
さ
る
か
一
敗
此

S

ょ
り
胳
偾 

す
乙
ビ
も
亦
不
可
能
な
り
從
て
多
數
決
に
ょ

> '

て
發
起
人
へ
の
‘賢

任

を

免

れ

し

む 

如
_

こ

ビ
は

發

起

人

の

餘

勢

尙

盛

な

，る
'
設
立
當
初

.
の
株
，主
總
會
に
あ

6

て
は
異 

る
へ
し

)

之
R

不
服
な
る
個

々
の
株
主
に

■
損
害

'賠
偾
請
求
權
：を
與
ふ
る
の
#
®
あ 

れ
ビ
も
之
か
爲
め
第
百
四
十
ニ
條
ノ

 

ニ
策
ニ
項
の
第
三
者
に
ば
：株
主
を
も
念

-o 

る
を

#

す
.
蓋
し
株
式

.
' #
a

の
財
産
の
減
タ
は
間
接
に
振
主
の
利
益
を
寄
す

「

る
_乙
 

に
係
は
ら
す
典
財
產
の
處
分
は
多

®

決

に

依

り

て

爲

し

得

る

へ

を

^

則

ど

し

個

 々

.
議
を
顧

3

る
こ
ビ
、
爲
し
た
る
結
粜
に
し
て
特
に
發
起
人
.の
責
住
に
隊
し
て
の 

主
の
利
益
を
無
視
し
力
る
も
の
！

2

あ
ら
す 

.
以
上
株
主
に
關
し
て
述
た
る
所
は
株
式
を
引
受
け
た
る
株
主
た
：る

，
、
X

J

M受

k
 

と
な
り
し
者
れ
る

€

を
問
は
す
適
用
せ
ら
る
へ
き
も
の
な
ぅ
又
右
に

.
述
た
る
，所 

會
社
を
害
し
た
る

w

同

1

原
因
に
ょ

-

®
v

V

株
主
：を
害
し
た
る
場

.合
な
る
か
故

#

み の ビ も る 例 る の  'し 

個 株 勿 の •か に 場 請 て  

々 主 論 ミ 如 燭 合 求 は  

の の ，な 解 し せ 丨 斯 を 之  

株 興 る す 然 3 の 爲 k

殊 は よ  
の 發 b 
原 起 て  

因 人 株  

に か 主

b

り
て

個

々
の

株
主
に
損
害
を
及

ほ
し
：
た
る

W

&

は
其

賠
償
の
：責
に
任

す
，
へ
.き
こ

ビ
當
.然
な 

例
へ
は
發
起
人
か
特
約
を
以
て
個
々

の
株
式
、引
受
人

‘に
.對
し
：未
；來

.の：會
社
の
財
產
狀
態
或 

は
株
式
の
價

•格
配
當
等
に
付
き
.保

瞪
契
約
を
爲

ん
或
は
株
式

の

引
受

.に
_當
り
詐
欺
ヌ
は
强

迫 

を
行

ひ

た

る

如

き

，場
：合
に
.は

民

法

0

一
 

般
.原
則
に
ょ
り
損
害

i§

償
の
*
に
任
せ

さ
る
可
ら
'す 

#■
«

か
事
業
に
救
手
し
た
る
後
設
立
無
效
の

m

に
ょ
、

興
設
立
を
無
效
ビ
す
る
刺
决
か
確 

定
し
た
る

ど
き
は

解
散
の
場
合
に
準
し
て

.淸
算
を
爲
す
己
と
を
要
し

(

6)

從
：て

淸
箅
の
目
的
の 

範
，圍
內
に
於

て
會
社
は
成

.
立
：
せ

る
も

0

^
看
做

_

れ
犮
り
と
云
ふ
を
得

.
へ
し

(

7

1
會

社

：
設
；立 

の
無
效
は
會
社
ビ
第
三
者

^

.
の
.行
爲
の
效
'力

に
，影
，_

を
及
ほ
_

、
る
か
故

8:)

此
場
合
は
發
起 

人
の

»

任
，
に

關

す

る
規
定

0

適

用

に

'付

き

會

社か
成
立
し

た

る

：場
合

ビ

解

し

第

百

四

十

一

一

條 

ノ：1
.
1

の
規
定
を
適
用

す
へ
き

.な
り
即
ち
發

_
人
か
會
»
の

設
立
に
；

關
し
任
務
女
怠

6

た
る
：ビ 

き
は
無
效
會
社

R

獎

し
て
も

連
帶

し
て

其
賢

に
任
す

へ
き
な

6
.又

發

/©
人

に

惡

意

又

は

零

大
 

^

る
過
，失

ぁ
6

/a

る
k
 

§
.

は
：第
1
ニ
者
に
對
し
て
へ
も
.述

.帶

し
て
拫
害
賠

償
の
責

に
任

1-
'

'
へ
&
も 

の
k

»
す

へ
し
此
場
合

.は
發
起
入
と
第

.三
#
せ
，.の
關
係
，に
し
て
淸
算

0

:目
的
.の
範
園
內
に
在 

ら
さ
る

か

如
し
と
處
も
此
、責

.：任：：

.は

，
發

起

人

：
の

會

社

に

.對

す

る

賢.任

^

會

社

の

第

三

遨

に

對

す
 

:
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.

る
實
任
ど
令

」

値
«

に
述
駿
し
た
る

も

0

に
し

‘
て
.
發
起
人

^

第
2

*

〜

の
：間

.

の
獨
立
原
因
.に
ょ 

.
^
p
£
生
し
た
る
も

0 -
*

に
非
す
從
て
，會

.

#

の
：發
起
人
：に
對
す
る
請
求
權
ビ
第
三
潘
の
.發
起
人 

に
.

對
す
る
請
求
權

.

ご
は
密
：接
の
關

; M
.

を
有
す

.
る
と
無
效
會

»

の：淸

.
箅
人
か

•
發
起
人
に
對
す
る

, 

請
求
を
怠

b

 
.

た
る

.
場
合
，に
靖
三
者
を
保

.鱗
す
る
の

'

必
要

S

 
.

に
つ
ょ
り
右
の
如

く
.

發
起

人

の

第

三
 

«

に
.
.
藥
す

'

る
責
.
.杠
を
.
.

1
認
：む
へ

.

.き

.
な
.
：/
^
:
:
.
. 

I

.

ニ

#

社
の
成
立
，せ
芩

'

し
：場

合

.ン
广 

:

:

.會
，社
か
成
立

.せ
さ
り
し
場
合
に
於

.て
は
發
起

A

は
會
社
の
設
立
に
：關
し
：て
爲
し
た
る
行
爲
ノ 

，
に

#

き
連
帶
し
て

.興
責
に
任
せ

§

る
可
ら

t

(

9

)

此

規

定

，は
：會

社

の

成

立

せ

さ

る

こ
S

を

前

提 

ビ

し

て

發

起

人

か

負

，ふ

へ

ぎ
*

任

を

連

帶

ビ

爲

し

た

：■る
も
の
に
し
て
食

f t

か
成
‘
立

せ

さ

.る
場 

合
に
於
け

.る

駿

郝

人

，の

總

て

の

責
.
任
に
付
き
て
規
定
し
た
る
も
の

R

.
あ
&

す
&
社
か
成
立
し 

た

办

，ビ

す

る

も

發

起

人

か

負

ふ

へ

か

り

し

責

任

は

一

般
•
原
則
に
依
々
て
定
む
へ
き
も
の

R

し 

て
此
规
定

Q

ff
i

,1
s

外
に

«

す
此
，規

定

は

會
.
社
か

■
成
立
し

/2

办

ビ

せ

：は
.，，
會

I t

に 

し
又
は
會
社
に
對
し
或

®

.
利
を
有
し
得
：へ

-.

か：
.

^
し
者
か
：會
：

1 {
:

か

成

立

：せ

ー

る 

，
に
：.顧
求
す
る
の
外
な
き

•に
：至

^

る
場
合
に
於

〗

げ
る
發
翹

.入

.の

責
任
，■を
定
む

る か 對  
の 爲， し. 

主 め 請  
旨 發 求  

と ^ を  

解 人 篇

す
へ
き

^
 

V

O

«
此
規
定
を
以
て
會
社
の
成

S

に
關
係
な

.
く
直
接
發
起
人

1
2

對
し
有
す

•
る
M

權

ン-

 

I

 ■

に
も
適
用
あ
る
見
の

 >
」

ず
れ
は

«

f t

か
成
立

.
じ
^

'
る
場
：
合
も
之
：
と
同
一
の
規

.定
を
設
け

r
c

れ
は
*
衡
を
失
ず
へ
し
商
へ
法
は
會
胜
か
成
立
し
た
る
場
合
に
仙
さ
會
社
：を：害
す
る
に
由

^V

て

i
. 

' 

.

第
三
者
を

.

害
し
た
る
場
合
の
み

.
を
規
ま
し
直
接

,

2

者
を
.害
し
た
る
場
合
を
規
定
せ
さ
る
こ 

と
t e

に
述
た

; 5

か

如

し

'.
,:
:
;
、
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右
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ニ
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會
社
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成
立
，せ

^

る
か

爲
め

に
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發
起
人
の
負
ふ
へ

'

 

き
責 

任
^

规
.寇

し
た
る
も
の
と
ず
れ
は

發

.起

人

か

株

式

引
+
受
人
以

外

の

者

に
對

し

て

此

賢

任
を

負 

ふ
へ
，♦

.

場

合

無

，か

る

へ..

し

發

聽

人

如

會

社

の

成

立

前

に

：於

て

；第

ゴ

ー

薪

ギ

爲

す

へ

き

行

，，爲

は

.總 

て
：發

«

人
.

自
a

の
名
：を
以
て
す
：

へ
く

會
f t

の
.

名
.

に

於

て
す
る
を

得
.

す
*
.

に

是
等
の
行
爲
は
會

M

の
：成
否
に
係
は
ら
ず
第
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者
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對

し

て
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起

人

直

接

に
*
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任
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く
會
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不
成
立
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て
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す

：
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屯
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挪
義
務
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0
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餹
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義
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の
：如

し

又
#

»
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^

着

手

俞
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無

效
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#

に
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'
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立
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受
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爲
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さ
る
か
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故
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又

第

耳

四

十

一

一

條
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ニ

の

、適

用

外

に

在
h
 

す

故

に

同

條

は

發

起

人

の

株

式
引
，受

人

に

；對

し

て

負

：ふ
へ
、き

責

任

に

.限

る

も

の
€

云
ぶ
へ
し
然
か
も
發

1 B

A ,
か
曾
社
の

.
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.
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.

成
立
せ
さ
る
乙
；匕
を

'

條
件
ビ
し
て
引
受
人
に
對

‘

し
そ
負
ふ
へ
き
*
任
は
決
し
て
多
か
ら
す
典 

ぃ‘
一.

は
拂
込
か
る
金
額
物

#
.

の
.

返
還
義
務
及
此
義
務
の
，不

.

«

行
.

ょ
6

生
す
.る
損

《

赔
償
_
務
に

し
1

其
ニ
は
發
起
人

か

故

意
次
は
過
失
に
ょ
ぅ
て
會
社
の
成
立
を
不
能
な

'

 

ら
し
め

た

る

ょ
P

.

.

.
' 
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.

.

.生
す

.る
掼
害
賠
償
務
な

6

此
：第

.

.二
の
義
務
の
存
否
及

a

其
法
理
上
の
根
據
に

付
き
て
は
疑 

問
.
な

き

に

、非
さ

る
4

其
一
例
聲
擧

, <

れ
.は
.株
；式
引
受
人

」

，か
會
鞞
の
成
立

に
i

り

株

式

.の

價

洛 

か
挪
込
以
上
に
騰
：貴
す
る
こ
と
或

は
多
額
の

利

益
&

當

を
得
る

の

見

込

あ
b

し

に

係

は

ら

す
 

看

社

，
の

不

成

立

，に

ょ

ぅ

て

之

を

失

ひ

，
た

る

場

合

の

如

し

株

式

：の

讓

受

人

が

..設

立

無

效

の

爲

め
 

S

け
た

る
損
害
；
に

付

き

て

は 
'讓
渡

' 
人
た

る

引
受
人
の

.權
利
_を
承

1

す

る
の

外
獨
立
の
賠

愤 

，

欺

權

を

有

せ

さ

る

へ

し

蓋

し

斯

の

如

き
請
求
*
を
認
む
る

も
.
の
々
し
す

れ
は
®
害
賠
償
の
範 

圆
を
無
限
に
擴
漲
す
る
の
結
果
を
生
す
れ
は
な
か

；

.

.

1

三
間
接
の
設
立
行
爲
に
ょ

b

て
負
擔
す
る
義
務

'

發
起
人
か
間
接
の
殷
立

K

よ
々
て
負

®

す
る
義
務
は
何
人
に
歸

»

す

る

や
は
商
去
會

®

褊

0

間

題
に
あ
ら
す
し
て
：

1

般
私
法
上
の
原
則
に
よ
&
て
定
ま
る
へ

き

も

の
な
ぅ

A

發
起
人
間
の
關
係

K
付
き
て

K
法
駔
合
の
规
定
の

'避
用
又
：は

'準
用
あ
.る
場
合
に
は
發 

超
人
に
歸
屬
す
へ
き
義
務
は
我
法
第
六
，耳
七
十

.四
條
及
ひ
第
六
百
七
.十
五
條
に
よ
ら
て
定
ま 

る
郎

-、ち
當
事
溝
間

^

於
て
掼
失
分
擔
の

.割
合
を
定
め

.た
る
と

&*
は
之
に
依
り
定
め

S
ゥ
レ
ビ

き
は

.
出
資
の
價

.額
：に
：應

し

.
V

之
を
定
め
：債
權
者
は
債
權
發
生
の

■

當
.
_

に

右
の
割
合
を
知
り
た

:.
'
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: 

■
 

.

.

. 

.

.

る
時
は
各
發
起
人
は
右

.の
割
合
に
よ
り
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債
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對
し
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務
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權
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に

於
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の
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に

*

し
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等
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以
て

.
其
*

利
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«
使 

す
る

y

を
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へ
し
然
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と
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發
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入
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發
起
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組
合
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爲
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取
引
を
爲
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發
起
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1

人
ビ
し
て
の
行
爲
な

る

P

ビ
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手
方
に
示
す
を
要
す
へ
く
然
ら

3
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は
自
己
の
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め
に
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し
た
る
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の
と
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れ
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を
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し
た
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發
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を
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上
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へ
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義
務
を
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し
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合
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吿

.け
又
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趣

®

を
約
し
た
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k

き
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興
合
意
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從
ふ
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含
は
勿
論
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办
：其

他
發
难

A

&

—
Aか
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の
發
起
人
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代
理
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ビ
し
て
舣
引
を
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し
た
る
ビ

§
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.
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掼
失
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分
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發
起
人
及
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他
の
設
立
に
參
與
す
る
者
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間
の
捋
.部
關
係
に
關
す

る
‘

M

題

に
&

て
分
擔

.
の
割
合
灰

.
方
法
は
二
に
內
部

,

係
の
性
質
及
當
事
者
間
の

.
合
意
に

0

h

y

,<足
ま

.
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る
も
，の
な
り
從
て
第

‘：三
，潜

に

對

じ

て

負
.擔
す
る
義
務
の
、歸
露
と

.は
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